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Step２へ

　同一世帯内の 65 歳以上の方の収入が
・383 万円
  （同一世帯内の 65 歳以上の方が 1 人の場合）
・合計 520 万円
  （同一世帯内の 65 歳以上の方が 2 人以上い
  る場合）
  未満であるかどうか（申請が必要）

37,200 円

世帯内収入
350 万円＜383 万円

収入 350 万円

Step２Step１

収入 100 万円

収入 100 万円

収入 100 万円

300 万円

250 万円

500 万円

150 万円

世帯内収入
合計 400 万円＜520 万円

世帯内収入
合計 500 万円＜520 万円

世帯内収入
合計 500 万円＞383 万円 44,400 円

同一世帯内に課税所得 145 万円以上の
65 歳以上の方がいるかどうか（市区町村
において自動判断）

・いない場合→37,200 円（月額）
・いる場合　→44,400 円（月額）

負担の上限額
（月額）

サービス利用者

サービス利用者

サービス利用者

サービス利用者

（60 歳） （66 歳）

〈判定の流れ〉

申請

申請

申請

17 ONOMACHI　Aug_2015


